
高齢者住宅の支援制度について（令和7年４月時点）

介護保険の要介護・要支援認定を

受けていますか？

介護保険の住宅改修制度が利用で

きます。【長寿課】

下肢、体幹、移動機能で身体障害の

1～3級を受けていますか？

障がい福祉制度の日常生活用具

（住宅改修費）の給付を受けら

れる場合があります。（介護保険

優先。介護保険住宅改修とは別

の箇所の改修が対象。）【地域福

祉課】

改修を行った住宅が新築から

10年経過しており、一定の改修

工事（補助金等を除く工事費が

50万円を超える、改修後の当該

家屋の床面積が 50 平方メート

ル以上 280 平方メートル以下

など）を行ったものですか？

一定期間、固定資産税が減額され

ます。【税務課】

固定資産税の減額措置は受けられ

ません。

介護保険の要介護・要支援認定申

請を行ってください。

＜注意＞

このフローチャートは、高齢者住宅

の支援制度の目安を示したもので

す。実際に該当するかどうかは、各

担当課に御確認ください。
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・既に利用したことがある場合で

も、申請額が上限(20万円)に達

するまで何度でも利用できます。

・申請額が上限に達した場合で

も、要介護状態が著しく重くなっ

た場合、例外的に再度利用できま

す。（一定の条件あり）


